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１１頁 第５

第５　見積活用方式　（２）見積活用方式の概要中に記載があります、「・・・NEXCO 東日
本が合理性・現実性があると認めた入札者で技術評価点が最も高く、かつ総額が最も安
価な者が提出した参考見積書又は訂正参考見積書（これら以下「最終参考見積書」とい
う。）の最終参考見積書を活用して契約制限価格の設定する方式をいう。」とありますが、
「技術評価点の最も高い者が提出した参考見積書を採用して決定する」ということではな
いでしょうか。ご教示願います。

ご認識のとおり「技術評価点が最も高い者」が提出した最終参考見積書を活用いたします
が、「技術評価点が最も高い者」が複数存在した場合、「技術評価点が最も高い者のうち、
見積対象項目の総額が最も安価な者」が提出した最終参考見積書を活用します。


